
   

一 

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

附
則
第
一
条
中
「
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
第
五
項
」

を
「
第
四
項
」
に
、
「
附
則
第
三
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
三
条
第
九
項
及
び
第
十
項
」
に
、
「
、
第
七

条
」
を
「
か
ら
第
八
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
、
第
十
八
条
」
を
削
り
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
以
下
「
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支

援
機
構
」
と
い
う
。
）
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
及
び
」
を
削
り
、
同
項
第

一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
」
を
「
こ
の
法
律
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法

人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
以
下
「
旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、

同
項
第
四
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

５ 

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十



 

二 

三
年
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
も
の
と
す
る
。 

附
則
第
二
条
第
六
項
中
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
則
法
」
と

い
う
。
）
」
を
「
通
則
法
」
に
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第

七
項
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
」
を
「
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
も

の
と
さ
れ
る
」
に
、
「
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
業
務
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
法
人
」
を
「
旧
財
形
業
務
及
び
旧
雇
用
促
進
融
資
業
務
に
つ
い
て
は
、
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
」
に
、
「
そ
れ
ぞ

れ
当
該
法
人
」
を
「
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の

業
務
の
う
ち
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
旧
財
形
業
務
及
び
旧
雇
用
促
進
融
資
業
務
」
に
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
」
に
、
「
そ
れ
ぞ
れ
前
項
各
号
に
定
め
る
法
人
」
を
「
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
」

に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
旧
財
形
業
務
及
び
旧
雇
用
促
進
融
資
業
務
」
に
、
「
平
成
二

十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
」
を
「
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
」
に

改
め
、
同
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
」
を
「
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

三
年
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
」
に
、
「
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
」
を
「
勤
労
者
退
職
金
共
済
機



   

三 

構
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
を
削
り
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 

 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
を
同
条
第
十
三
項

と
し
、
同
条
第
十
五
項
を
同
条
第
十
四
項
と
す
る
。 

附
則
第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
に
対
す
る
出
資
の
取
扱
い
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
資
産
及
び
債
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
へ
の
出
資
に
係
る
政
府

の
持
分
（
旧
財
形
業
務
及
び
旧
雇
用
促
進
融
資
業
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
承
継
の
際
、
政
府
に
対
し
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
国
が
承
継
す
る
資
産
（
次
項
に
お
い
て
「
国
承
継
資
産
」
と
い
う
。
）
の
価
額
か
ら
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
国
が
承
継
す
る
債
務
（
次
項
に
お
い
て
「
国
承
継
債
務
」
と
い
う
。
）
の
金
額
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団

体
に
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
た
金
額
を
差
し
引
い
た
額
に
よ
り
払
い
戻
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
資
産
及
び
債
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
へ
の
出
資
に

係
る
地
方
公
共
団
体
の
持
分
の
払
戻
し
と
し
て
、
同
条
第
一
項
の
承
継
計
画
書
に
お
い
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
勤
労
者
退

職
金
共
済
機
構
が
承
継
す
る
資
産
（
第
四
項
各
号
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
機
構
承
継
資
産
」
と
い
う
。
）
及
び
国
承
継
資



 

四 

産
の
価
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
一
項
の
承
継
計
画
書
に
お
い
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
が
承
継

す
る
負
債
（
第
六
項
に
お
い
て
「
機
構
承
継
負
債
」
と
い
う
。
）
及
び
国
承
継
債
務
の
金
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
解
散
時
に
お
け
る
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
資
本
金
の
額
に
対
す
る

地
方
公
共
団
体
の
出
資
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。 

３ 

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
払
戻
金
は
労
働
保
険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
の
歳
入
と
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
交

付
金
は
同
勘
定
の
歳
出
と
す
る
。 

附
則
第
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
第
一
号
中
「
前
条
第
一
項
の
承
継
計
画
書
に
お
い
て
定
め
る
と
こ

ろ
に
従
い
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
が
承
継
す
る
資
産
（
次
号
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
承
継
資
産
」
と
い
う
。
）
」
を
「
機

構
承
継
資
産
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
承
継
資
産
」
を
「
機
構
承
継
資
産
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
七
項
第
一
号
中
「
附
則
第
十
七
条
」
を
「
附
則
第
十
四
条
」
に
、
「
第
九
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
第
十
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
承
継
資
産
及
び
前
条
第
一
項
の
承
継
計



   

五 

画
書
に
お
い
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
が
承
継
す
る
負
債
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
継
負
債
」

と
い
う
。
）
」
を
「
機
構
承
継
資
産
及
び
機
構
承
継
負
債
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
承
継
資
産
」
を
「
機
構
承
継
資
産
」
に
、

「
承
継
負
債
」
を
「
機
構
承
継
負
債
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
五
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
第
七
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
、
第
二
項
及
び
第
六
項
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九

項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
項
と
す
る
。 

附
則
第
四
条
第
二
項
中
「
附
則
第
十
九
条
」
を
「
附
則
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

附
則
第
五
条
中
「
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
及
び
」
を
削
る
。 

附
則
第
六
条
中
「
（
附
則
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

附
則
第
七
条
の
前
の
見
出
し
中
「
都
道
府
県
」
を
「
都
道
府
県
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
か
ら
附
則
第
九
条

ま
で
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
、
都
道
府
県
」
の
下
に
「
又
は
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

第
十
三
条
に
規
定
す
る
事
業
主
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
事
業
主
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十

三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
「
当
該
都
道
府
県
」
の
下
に
「
又
は
事
業
主
等
」
を
加



 

六 

え
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三

年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、

「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項

中
「
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
」
の
下
に
「
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
」
を
加
え
、
「
当
該
資
産
の
譲
渡
を

受
け
て
都
道
府
県
が
設
置
す
る
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
の
常
勤
の
職
員
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
に
、
「
当

該
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
施
設
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
、
同
項
を
同
条

第
四
項
と
す
る
。 

一 

当
該
資
産
の
譲
渡
を
受
け
て
都
道
府
県
が
設
置
す
る
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
の
常
勤
の
職
員 

当
該
職
業
能

力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等 

二 

当
該
資
産
の
譲
渡
を
受
け
て
事
業
主
等
が
設
置
す
る
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
に
勤
務
し
、
か
つ
、
当
該
事
業

主
等
に
常
時
雇
用
さ
れ
る
労
働
者 

当
該
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等 

三 

当
該
資
産
の
譲
渡
を
受
け
て
事
業
主
等
が
設
置
す
る
特
例
譲
渡
に
係
る
指
導
員
訓
練
施
設
に
勤
務
し
、
か
つ
、
当
該
事

業
主
等
に
常
時
雇
用
さ
れ
る
労
働
者 

職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校 



   

七 

附
則
第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
「
都
道
府
県
」
の
下
に
「
又
は
事
業
主
等
」
を
、
「
職
業
能
力

開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
」
の
下
に
「
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
に
つ
い
て
、
指
導
員
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導

員
訓
練
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
、
雇

用
・
能
力
開
発
機
構
は
、
事
業
主
等
が
、
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
資
産
を
用
い
て
指
導
員
訓
練

を
実
施
す
る
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
例
譲
渡
に
係
る
指
導
員
訓
練
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び

運
営
を
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
そ
の
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
厚
生
労
働
大
臣

が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
資
産
を
当
該
事
業
主
等
に
対
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附
則
第
七
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

７ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
の
譲
渡
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
が
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
の
設

置
及
び
運
営
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
法



 

八 

律
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
六
条
第
一
項
（
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

二 

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
（
政
府
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
短
期

大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

三 

旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
（
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
部
分

に
限
る
。
） 

８ 

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
の
譲
渡
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
が
職
業
能
力
開
発

大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号
中

「
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
」
と
あ
る
の
は
、
「
職
業
能
力
開
発
大
学
校
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

第
七
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
の
譲
渡
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
が
職
業
能
力
開

発
促
進
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七

項
各
号
中
「
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
」
と
あ
る
の
は
、
「
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 



   

九 

 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
の
譲
渡
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
が
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設

置
及
び
運
営
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
法

律
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
七
条
（
第
四
項
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
） 

二 

雇
用
保
険
法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
及
び
そ
の
行
う
指
導
員
訓
練
又
は
職
業
訓
練

を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

三 

旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び
第
八
号
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
又
は
指
導
員
訓
練
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿

泊
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

附
則
第
八
条
を
削
る
。 

附
則
第
九
条
中
「
附
則
第
七
条
第
一
項
及
び
」
を
削
り
、
「
前
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
、
「
都
道
府
県
」

の
下
に
「
又
は
事
業
主
等
」
を
、
「
が
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
」
の
下
に
「
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
」
を

加
え
、
「
当
該
譲
渡
が
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
か
ら
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
施
行
日
」
を
「
そ
の
譲
渡
を
受
け
た



 

一
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日
」
に
改
め
、
「
、
当
該
譲
渡
が
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
か
ら
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
譲
渡
を

受
け
た
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
」
を
削
り
、
「
当
該
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
」
の

下
に
「
及
び
特
例
譲
渡
に
係
る
指
導
員
訓
練
施
設
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
附
則
第
七
条
第
三
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
八
条
と
し
、
附
則
第
十
条
を
附
則
第
九
条
と

し
、
附
則
第
十
一
条
を
附
則
第
十
条
と
す
る
。 

附
則
第
十
二
条
中
「
新
機
構
法
及
び
」
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

「
第
六
節 

職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
（
第
二
十
七
条
） 

目
次
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

を
「
第
六
節 

職
業
訓
練
指
導
員 

第
七
節 

職
業
訓
練
指
導
員
等
（
第
二
十
七
条
の
二
―
第
三
十
条
の
二
）
」 

等
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
条
の
二
）
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
及
び
」

を
削
る
。 



   

一
一 

第
三
章
第
六
節
を
削
る
。 

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
指
導
員
訓
練
」
の
下
に
「
（
公
共
職
業
訓
練
及
び
認
定
職
業
訓
練
（
以
下
「
準
則
訓
練
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
訓
練
を
担
当
す
る
者
（
以
下
「
職
業
訓
練
指
導
員
」
と
い
う
。
）
に
な
ろ
う
と
す
る
者
又
は
職
業
訓

練
指
導
員
に
対
し
、
必
要
な
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
職
業
訓
練
指
導
員
を
養
成
し
、

又
は
そ
の
能
力
の
向
上
に
資
す
る
た
め
の
訓
練
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
職
業
能
力
開
発
総

合
大
学
校
の
長
及
び
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第

二
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
三
章
第
七
節
中
同
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
同
節
を
同
章
第
六
節
と
す
る
。 

第
九
十
二
条
中
「
、
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
」
を
削
る
。 

第
九
十
六
条
中
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
（
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
を
除
く
。
）
及
び
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校

の
設
置
及
び
運
営
、
第
十
五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
、
」
を
削
る
。 

第
九
十
八
条
中
「
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
百
八
条
中
「
、
第
二
十
七
条
第
四
項
」
を
削
る
。 

附
則
第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

一
二 

（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
国
が
設
置
及
び
運
営
を
行
う
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
の
行
う
職
業
訓
練
を

受
け
る
者
が
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
職
業
訓
練
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
国
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
当
該
職
業
訓
練
を

行
う
た
め
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
を
設
置
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー

等
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
以
下
「
旧
能
開
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
六
条

の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
指
導
員
訓
練
又
は
職
業
訓
練
を
受
け

る
者
が
存
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
職
業
訓
練
」
と
あ
る
の
は
「
指
導
員
訓
練
又

は
職
業
訓
練
」
と
、
「
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
」
と
あ
る
の
は
「
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
」
と
、
「
第
九
十

六
条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
の
規
定
（
第
二
十
七
条
第
一
項
（
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

附
則
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
削
る
。 

附
則
第
十
七
条
の
う
ち
第
五
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
（
平
成
二
十



   

一
三 

二
年
法
律
第 

 
 

号
）
附
則
第
三
条
第
六
項
」
を
「
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 

号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
」
に
改
め

る
。 附

則
第
十
七
条
の
う
ち
附
則
の
改
正
規
定
の
う
ち
附
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
附
則
第
十
九
条
」
を
「
附
則
第
十
六

条
」
に
、
「
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
」
に
改
め
、
附
則
第
十
七
条
を
附
則
第
十
四
条
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
職
員
の
採
用
） 

第
十
五
条 

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
理
事
長
は
、
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
を
通
じ
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
勤
労
者
退
職
金

共
済
機
構
の
職
員
の
労
働
条
件
及
び
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
職
員
の
採
用
の
基
準
を
提
示
し
て
、
勤
労
者
退
職
金
共
済

機
構
の
職
員
の
募
集
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
員
に
対
し
、
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
職
員
の
労
働
条
件
及

び
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
職
員
の
採
用
の
基
準
が
提
示
さ
れ
た
と
き
は
、
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
職
員
と
な
る
こ

と
に
関
す
る
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
職
員
の
意
思
を
確
認
し
、
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
職
員
と
な
る
意
思
を
表
示
し

た
者
の
中
か
ら
、
当
該
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
職
員
の
採
用
の
基
準
に
従
い
、
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
職
員
と
な



 

一
四 

る
べ
き
者
を
選
定
し
、
そ
の
名
簿
を
作
成
し
て
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
理
事
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
前
項
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
職
員
の
う
ち
、
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
理
事
長
か
ら
採
用
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
職
員
で
あ
る
も
の
は
、
施
行
日
に

お
い
て
、
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
す
る
労
働
条
件
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
の
方
法
、
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
職
員
の
意
思
の
確
認
の
方
法
そ
の
他
前
三
項
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
。 

附
則
第
十
八
条
を
削
る
。 

附
則
第
十
九
条
の
う
ち
第
十
一
条
の
改
正
規
定
中
「
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 

 

号
」
に
改
め
、
附
則
第
十
九
条
を
附
則
第
十
六
条
と
し
、
附
則
第
二
十
条
を
附
則
第
十
七
条
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
一
条
中
「
附
則
第
十
条
」
を
「
附
則
第
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
十
八
条
と
し
、
附
則
第
二
十
二
条
を

附
則
第
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

（
職
業
安
定
法
の
一
部
改
正
） 



   

一
五 

第
二
十
条 

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
九
条
及
び
第
二
十
四
条
中
「
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

第
二
十
七
条
第
二
項
第
六
号
中
「
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。 

（
職
業
安
定
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
十
一
条 

附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
長
は
、
厚
生
労
働
大

臣
に
届
け
出
て
、
当
該
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
若
し
く
は
指
導
員
訓
練
を
受
け
る
者
又
は
当
該
職
業

能
力
開
発
総
合
大
学
校
若
し
く
は
旧
能
開
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓

練
若
し
く
は
指
導
員
訓
練
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
、
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
二
条 

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

一 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号 



 

一
六 

二 

旧
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
第
二
項 

三 

本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十

二
号
）
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条 

附
則
第
二
十
三
条
中
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
十
七
号
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

附
則
第
二
十
三
条
の
う
ち
第
三
百
四
十
八
条
の
改
正
規
定
中
『
中
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
が
独
立

行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支

援
機
構
が
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
第
十
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
七
号
又
は
附
則
第

五
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
』
を
削
る
。 

附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
第
十
七
号
」
を
削
る
。 

附
則
第
二
十
七
条
を
削
り
、
附
則
第
二
十
六
条
を
附
則
第
二
十
七
条
と
し
、
附
則
第
二
十
五
条
を
附
則
第
二
十
六
条
と
し
、

附
則
第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
土
地
収
用
法
の
一
部
改
正
） 



   

一
七 

第
二
十
五
条 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
二
十
三
号
中
「
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
」
を
削
る
。 

附
則
第
四
十
二
条
を
附
則
第
五
十
七
条
と
す
る
。 

附
則
第
四
十
一
条
の
う
ち
附
則
第
六
条
の
改
正
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
」
を
削
り
、

『
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
」
に
』
を
「
削
り
」
に
改
め
、
『
こ
れ
」
に
』
の
下
に
「
改

め
」
を
加
え
、
『
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機

構
」
に
改
め
る
』
を
『
」
を
削
る
』
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
前
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

附
則
第
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
附
則
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
雇
用
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
第
六
十
四

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
宿
舎
を
譲
渡
し
、
又
は
廃
止
す
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
宿
舎
に
つ
い
て
の
同

号
に
掲
げ
る
事
業 

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 



 

一
八 

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
当
該
事
業
が
終
了
す
る
ま
で
の
間 

附
則
第
四
十
一
条
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
、
同
条
を
附
則
第
五
十
六
条
と
す
る
。 

附
則
第
八
条
中
「
第
九
十
九
条
第
二
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
九
十
九
条
第
二
項
第
一
号
チ
中
「
納
付
金
」
と
あ
る
の
は

「
納
付
金
並
び
に
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
暫
定
雇
用
福
祉
事
業
に
よ
る
収
入
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
「
（
平
成

十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
」
を
削
る
。 

附
則
第
四
十
条
中
「
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
条
の
う
ち
第
九
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規

定
中
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
」
を
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
」

に
、
「
第
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
四
十
条
の
う
ち
第
九
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機

構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
四
十
条
の
う
ち
附
則
第
十
九
条
の
改
正
規
定
中
「
又
は
第
八
項
」
の
下
に
「
の
規
定
に
よ
る
国
庫
へ
の
納
付
が
行
わ

れ
る
」
を
加
え
、
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
附
則
第
五
条
第
四
項
又
は
第
七
項
」
を
「
厚
生



   

一
九 

労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
附
則
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
に
よ
る
収
入
が
あ
っ
た
」
に
、

『
第
十
七
条
第
三
項
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
第
三
項
並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
第
四
項
及
び
第
七
項
並
び
に
』
を

『
納
付
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
納
付
金
並
び
に
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
附
則
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
業
務
に
よ
る
収
入
』
に
改
め
、
附
則
第
四
十
条
を
附
則
第
五
十
五
条
と
す
る
。 

附
則
第
三
十
九
条
の
う
ち
附
則
第
七
条
の
改
正
規
定
中
「
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第

 
 

 

号
」
に
改
め
、
附
則
第
三
十
九
条
を
附
則
第
五
十
四
条
と
す
る
。 

附
則
第
三
十
八
条
中
第
八
十
一
条
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

第
七
十
九
条
第
二
項
中
「
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

附
則
第
三
十
八
条
の
う
ち
附
則
第
三
条
の
改
正
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
業
務
」

を
「
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・

障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
附
則
第
五
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
厚
生
労
働
大
臣

は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
附
則
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
附
則
第
三
十
八
条
を
附
則
第
五

十
三
条
と
す
る
。 



 

二
〇 

附
則
第
三
十
七
条
の
う
ち
附
則
第
三
条
の
改
正
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
業
務
」

を
「
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
」
に
、
『
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・

障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
附
則
第
五
条
第
三
項
第
一
号
」
に
』
を
『
厚
生
労
働

大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
附
則
第
二
項
各
号
」
に
、
「
同
号
」
を
「
同
項
第
一
号
」

に
改
め
、
「
公
共
職
業
安
定
所
長
が
」
を
削
り
』
に
、
「
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 

号
」
に
改
め
、
附
則
第
三
十
七
条
を
附
則
第
五
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
精
神
保
健
福
祉
士
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
十
一
条 

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
二
号
中
「
若
し
く
は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
」
を
削
る
。 

（
精
神
保
健
福
祉
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
五
十
二
条 

旧
能
開
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
及
び
附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
職
業
能
力
開

発
総
合
大
学
校
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
精
神
保
健
福
祉
士
法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
校
等



   

二
一 

と
み
な
す
。 

附
則
第
三
十
六
条
中
第
八
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
及
び
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
は
、
」
を
「
は
、
都
道
府
県
が
」
に
、
「
た
め
、
」
を

「
た
め
に
」
に
、
「
も
の
と
す
る
」
を
「
こ
と
を
奨
励
す
る
た
め
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
都
道
府
県
に
対
し
て
、
必
要
な
助

成
及
び
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
第
一
項
中
「
、
市
町
村
及
び
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
」
を
「
及
び
市
町
村
」
に

改
め
る
。 

附
則
第
三
十
六
条
を
附
則
第
四
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
港
湾
労
働
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
十
九
条 

港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
二
項
中
「
及
び
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
」
を
削
る
。 

附
則
第
三
十
五
条
を
附
則
第
四
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
） 



 

二
二 

第
四
十
六
条 

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
二
項
中
「
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
及

び
「
、
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
の
」
と
あ
る
の
は
「
職
業
訓
練
の
」
と
」
を
削
る
。 

（
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
四
十
七
条 

附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
五
条
第
三
項
第

三
号
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第 

 
 

号
）
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
同
項
を
含
む
。
）
」
と
、
「
職
業
訓
練
」
と
あ
る
の
は
「
職

業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。 

附
則
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
を
削
り
、
附
則
第
三
十
二
条
を
附
則
第
三
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加

え
る
。 



   

二
三 

（
勤
労
青
尐
年
福
祉
法
及
び
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
十
条 

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
、
都
道
府
県
及
び
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
」
を
「
及
び
都
道
府

県
」
に
改
め
る
。 

一 

勤
労
青
尐
年
福
祉
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
一
条 

二 

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
十
七
条 

（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
十
一
条 

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
地
方
公
共
団
体
及
び
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
」
を
「
及
び
地
方
公
共
団
体
」

に
改
め
る
。 

（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
四
十
二
条 

附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て



 

二
四 

は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
中
「
受
け
る
者
」
と
あ

る
の
は
、
「
受
け
る
者
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 

号
）
附
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
指
示
を
受
け
て
職
業
能
力
開
発
総
合

大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。 

（
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
十
三
条 

雇
用
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
並
び
に
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
」
及
び
「
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学

校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

第
六
十
二
条
第
三
項
中
「
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）
及
び
」
を
削
り
、

「
並
び
に
こ
れ
ら
」
を
「
及
び
こ
れ
」
に
改
め
、
「
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
及
び
」
を
削
る
。 

第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
（
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
を
含

む
。
）
を
設
置
し
、
又
は
運
営
す
る
都
道
府
県
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
に
要
す
る
経
費
の
全
部
又
は
一
部
の
補
助
を
行
う



   

二
五 

こ
と
。 

第
六
十
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

（
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
四
十
四
条 

附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
設
置
す
る
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
第
六

十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

２ 

附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項

に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
第
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

附
則
第
三
十
一
条
を
附
則
第
三
十
八
条
と
し
、
附
則
第
三
十
条
を
附
則
第
三
十
七
条
と
し
、
附
則
第
二
十
九
条
を
削
り
、
附

則
第
二
十
八
条
を
附
則
第
三
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
の
一
部
改
正
） 



 

二
六 

第
三
十
五
条 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
十
六
条
第
三
項
中
「
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
又
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
、
独
立
行
政
法
人

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
に
あ
つ
て
は
雇
用
促
進
事
業
団
」
を
削
る
。 

（
雇
用
対
策
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
六
条 

雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
三
条
中
「
、
都
道
府
県
及
び
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
」
を
「
及
び
都
道
府
県
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
第
四
号
中
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
」
を
「
障
害
者
職
業
能
力

開
発
校
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。 

（
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
八
条 

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 



   

二
七 

第
十
条
第
一
項
中
「
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

（
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
十
九
条 
附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
第
十
条
第
一
項

中
「
職
業
訓
練
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
」
と
す
る
。 

（
旧
炭
鉱
労
働
者
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
条 

石
炭
鉱
業
の
構
造
調
整
の
完
了
等
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
六
号
）

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
炭
鉱
労
働
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
九
十
九
号
。
次
条
に
お
い
て
「
旧
炭
鉱
労
働
者
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削

る
。 

（
旧
炭
鉱
労
働
者
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 



 

二
八 

第
三
十
一
条 

附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
旧
炭
鉱
労
働
者
法
第
十
四
条
第
三
号
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
二

項
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 

号
）
附
則
第
三
十
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
同
項
を
含
む
。
）
」
と
、
「
職
業
訓
練
」
と
あ
る
の
は
「
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校

の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。 

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
二
条 

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
同
法
第
二
十
七
条
の
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
」

を
削
り
、
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
等
」
を
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
」
に
改
め
る
。 

第
八
十
三
条
中
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
等
」
を
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
」
に
改
め
る
。 

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
三
十
三
条 

附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て



   

二
九 

は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
は
、
前
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
と
み
な

す
。 

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
五
十
八
条 

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
十
一
条
の
う
ち
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
附
則
の
改
正
規
定
中
「
第
二
項
を
第
三

項
と
し
、
第
一
項
」
を
「
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
中
第
二
項
を
第
五
項
と
す
る
。 

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
十
九
条 

厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
を
附
則
第
五
項
と
し
、
附
則
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

２ 

厚
生
労
働
省
は
、
第
三
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の



 

三
〇 

間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第 

 
 

号
。
以
下
こ
の
号
及

び
次
項
に
お
い
て
「
廃
止
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
七
十
号
）
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
十

号
。
廃
止
法
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇

用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
同
項
に
規
定
す
る
宿
舎
（
次
号
に
お
い
て
「
宿
舎
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
又
は
廃

止
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
宿
舎
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る

こ
と
。 

三 

旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。 

３ 

厚
生
労
働
省
は
、
第
三
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
第
四
条
第
一
項
各
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の

ほ
か
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
廃
止
法
附
則
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
中
小
企
業



   

三
一 

に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
三
条
及
び
廃
止
法
附
則
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

４ 

都
道
府
県
労
働
局
は
、
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
二
十
一
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
二
項
に

規
定
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。





   

三
三 

こ
の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費 

こ
の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費
は
、
平
成
二
十
三
年
度
労
働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘
定
に
お
い
て
新
設
さ
れ
る
独
立
行

政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
運
営
費
が
尐
な
く
と
も
約
二
百
四
十
三
億
円
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
施
設
整

備
費
約
十
一
億
円
、
移
転
就
職
者
用
宿
舎
の
運
営
に
必
要
な
経
費
約
百
十
五
億
円
に
、
職
業
能
力
開
発
の
強
化
に
必
要
な
経
費

等
最
大
約
三
百
七
億
円
を
加
え
た
額
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。 

な
お
、
同
勘
定
に
お
い
て
、
移
転
就
職
者
用
宿
舎
の
運
営
に
よ
る
収
入
増
が
約
百
三
十
五
億
円
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。 


